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も
は
る
か
に
少
な
い
た
め
、
給
与
改
善
が
な

さ
れ
た
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
教
員
に
と

っ
て
は
現
在
の
現
給
保
障
そ
の
ま
ま
の
「
据

え
置
き
」
で
す
。 

        

一
時
金
も
「
勤
務
実
績
に
応
じ
た
給
与
を

推
進
す
る
た
め
」
と
し
て
、
改
善
０
．
１
ケ

月
分
を
全
額
勤
勉
手
当
に
組
み
入
れ
ら
れ

ま
し
た
。 

 

臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
は
触
れ
ず 

 

臨
時
・
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
は
一
言
も

触
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

再
任
用
者
に
つ
い
て
は
給
与
を
引
き
上

げ
る
こ
と
を
盛
り
込
ん
で
い
ま
す
が
、
給
与

制
度
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
引
き
続
き
検

討
す
る
」
に
留
ま
っ
て
い
ま
す
。 

 

埼
玉
の
人
事
委
員
会
勧
告
に
む
け
て 

 

こ
の
勧
告
は
、
私
た
ち
地
方
公
務
員
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。
ま
ず
、
埼
玉
県

の
人
事
委
員
会
が
、
こ
の
勧
告
を
参
考
に
県

費
公
務
員
の
勧
告
を
行
い
ま
す
。 

 
組
合
は
、
人
事
委
員
会
へ
の
要
求
署
名
、

人
事
委
員
会
か
ら
勧
告
を
出
し
た
後
は
県

当
局
へ
の
要
求
署
名
、
当
局
と
の
交
渉
、
県

教
委
と
の
交
渉
に
移
り
ま
す
。 

 

生
活
改
善
に
む
け
て
全
力
で
取
り
組
み

ま
す
。
署
名
行
動
な
ど
に
協
力
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。 

 

公
務
労
働
者
の
「
賃
金
改
善
署
名
」
に

取
り
組
み
、
人
事
院
や
各
省
庁
へ
の
要

請
行
動
を
行
っ
た
成
果
で
す
。 

問
題
点
も
数
々
… 

 
た
だ
今
回
の
給
与
改
善
勧
告
が
、
消

費
税
の
増
税
分
や
物
価
上
昇
を
考
慮
し

て
お
ら
ず
、
ま
し
て
や
「
給
与
制
度
の

総
合
的
な
見
直
し
」（
今
年
度
よ
り
実
施

…
緩
和
措
置
に
よ
り
本
年
度
現
給
保

障
）
に
よ
っ
て
減
額
さ
れ
た
金
額
よ
り 

 

 

の 

    
   

た
め
の
教
育
署
名 

 

九
月
六
日
（
土
）
南
越
谷
駅
で
少
人
数
学
級

実
現
の
た
め
の
教
育
署
名
を
行
い
ま
し
た
。 

 

今
、
学
校
教
育
は
様
々
な
困
難
を
抱
え
て
い

ま
す
。
児
童
生
徒
に
き
め
細
か
な
配
慮
を
し
、

し
か
も
教
職
員
の
健
康
を
保
障
す
る
た
め
に

は
、
絶
対
に
一
ク
ラ
ス
の
人
数
を
減
ら
す
こ
と

が
必
要
で
す
。 

 

教
育
署
名
は
今
年
で
二
七
年
目
を
迎
え
ま

す
。
粘
り
強
い
運
動
が
実
り
、
一
時
国
会
で
少

人
数
学
級
へ
の
計
画
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
が
、

今
の
政
権
に
よ
り
計
画
を
撤
回
さ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

 

各
職
場
の
協
力
も
得
て
、
た
く
さ
ん
の
署
名

を
集
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

人
事
院
は
八
月
六
日
、
国
会
及
び
内
閣
に
対
し
て
国
家
公
務
員
の
給
与
等
に
つ
い
て
「
勧
告
」
と
「
報

告
」
を
行
い
ま
し
た
。
内
容
は
、
月
例
給
・
一
時
金
と
も
に
改
善
と
な
り
ま
す
。
二
年
連
続
の
改
善
勧

告
は
実
に
二
四
年
ぶ
り
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
問
題
点
も
多
く
、
素
直
に
喜
べ
な
い
内
容
と
な
っ
て

い
ま
す
。 

春
闘
…
官
民
共
同
の
闘
い
の
成
果 

勧
告
の
概
要
は
、
給
与
勧
告
と
し
て
、 

①
民
間
給
与
と
の
比
較
に
お
い
て
国
家
公

務
員
が
０
．
３
６
％
（
１
４
６
９
円
）
下

回
る
と
し
て
格
差
解
消
の
た
め
の
俸
給
の

改
定
を
行
う
。 

②
一
時
金
の
支
給
月
数
に
つ
い
て
も
民
間

よ
り
も
０
．
１
１
ケ
月
下
回
る
と
し
て
、

０
．
１
ケ
月
引
き
上
げ
、
年
間
４
．
２
ケ

月
に
改
定
を
す
る
と
い 

う
も
の
で
す
。 

 

そ
の
他
、
初
任
者
や 

若
年
層
へ
の
配
慮
が
見 

ら
れ
ま
す
。 

何
よ
り
も
、
二
年
連 

続
の
給
与
・
一
時
金
改 

善
勧
告
は
実
に
二
四
年 

ぶ
り
で
あ
り
、
今
春
闘 

に
お
い
て
、
労
働
者
の 

賃
金
・
労
働
条
件
の
改 

善
に
つ
い
て
官
民
共
同 

で
た
た
か
う
と
と
も
に
、 

 
人
事
院
勧
告 

給与勧告の骨子 

①民間給与との格差（0.36％）を埋める 
ため、俸給表の水準を引き上げると共 
に、給与制度の総合的見直しにおける 
地域手当の支給割合を引き上げ。 

②一時金を引き上げ（0.10 ケ月分）、民間 
の支給状況を踏まえ、勤勉手当に配分。 

③民間との格差があることを踏まえ、初 
任給を２５００円引き上げ。若年層も 
同程度の引き上げ。 

④総合的見直しにより、高齢者の官民格 
差が縮小されることを踏まえ、１１０ 
０円の引き上げ。再任用者も同様に引 
き上げ。 

⑤単身赴任手当の支給引き上げ。 

９月６日の南越谷駅での署名活動 

現
在
の
給
与
（
現
給

保
障
に
よ
る
） 

総
合
的
見
直
し
に 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
る
本
来
の
給
与 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今
年
度
の
改
善 

後
の
給
与 


